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　 【 請 求 項 １ 】
　 自 動 停 止 条 件 成 立 時 に 内 燃 機 関 を 自 動 的 に 停 止 さ せ 、 自 動 始 動 条 件 成 立 時 に 内 燃 機 関 を
自 動 的 に 再 始 動 さ せ る 自 動 停 止 始 動 手 段 と 、
前 記 自 動 停 止 条 件 が 成 立 し て 前 記 自 動 停 止 始 動 手 段 に よ り 内 燃 機 関 が 停 止 し た 後 、 前 記 自
動 始 動 条 件 が 成 立 し て 前 記 自 動 停 止 始 動 手 段 に よ り 該 内 燃 機 関 が 再 始 動 す る 場 合 に 、 該 内
燃 機 関 へ の 燃 料 の 供 給 を 制 限 す る 制 限 手 段 と 、
を 備 え
　

　

こ と を 特 徴 と す る 内 燃 機 関 の 自
動 停 止 始 動 装 置 。
　 【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 制 限 手 段 は 、 運 転 者 に よ り 操 作 さ れ る ア ク セ ル ペ ダ ル の 踏 み 込 み 量 に 基 づ い て 決 定
さ れ る 内 燃 機 関 へ の 燃 料 の 供 給 量 を 制 限 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 内 燃 機 関
の 自 動 停 止 始 動 装 置 。
　 【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 自 動 始 動 条 件 が 成 立 し た 場 合 に 、 内 燃 機 関 を 始 動 さ せ る ス タ ー タ を 備 え る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 内 燃 機 関 の 自 動 停 止 始 動 装 置 。
                                                                        

、
前 記 自 動 停 止 始 動 手 段 は 、 前 記 自 動 停 止 条 件 成 立 時 に 内 燃 機 関 へ の 燃 料 の 供 給 を 停 止 さ

せ て 内 燃 機 関 を 停 止 さ せ 、
前 記 制 限 手 段 は 、 前 記 自 動 停 止 始 動 手 段 に よ り 内 燃 機 関 へ の 燃 料 の 供 給 が 停 止 さ れ て か

ら 、 回 転 検 出 手 段 に よ り 内 燃 機 関 の 回 転 の 停 止 が 検 出 さ れ る ま で の 間 に 、 前 記 自 動 始 動 条
件 が 成 立 し た 場 合 に 、 内 燃 機 関 へ の 燃 料 の 供 給 を 制 限 す る
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